
 

 

 

 

 

 

 

給水装置工事施行基準の概要 
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 給水装置工事の申し込みにあたり、特に必要な箇所を概要としてまとめまし

た。申請の際に参考としてお使いください。 

 本冊子はあくまで「概要」であるため、給水装置工事施行基準についても内

容を確認し、内容に適合するよう申し込んでください。 

 

〇給水工事の申請の種類 

分岐工事 配水管から分岐し、メーター止水栓まで設ける工事 

臨時工事 建築工事等で臨時に給水装置を設ける工事 

原則、使用期間は 1年以内 

内線工事 メーター２次側の給水装置を設ける工事 

 

〇申請提出書類 

① 給水装置工事申込書 

  必要に応じて、別紙確約書等の記入 

② 平面図・立面図 

③ 建築確認済書の表紙の写し 

④ 位置図（住宅地図） 

⑤ 開栓・閉栓用紙（内線工事） 

*様式は八幡市のホームページよりダウンロードすることができます。 

 

〇申請から検査の流れ 

① 給水装置工事申込書の提出 

→ 申請後、審査及び決裁処理に通常５営業日必要 

② 決裁後、検査手数料等の納付書の発行（指定給水装置工事事業者に連

絡） 

③ 検査手数料等の納付 

→ 納付の確認ができた時点で検査の予約可能（急ぎの場合は、納付通知書

兼領収書の写しを提出すれば確認可能） 

④ 給水装置工事竣工届及び竣工検査願の提出 

⑤ 検査予約（電話予約可能、検査前２営業日までに予約必要） 

⑥ 検査（分岐工事は検査当日配水管が出てきた時点で再度連絡必要） 

 

〇竣工検査 

  ① 分岐工事においては、配水管穿孔時に立会を行い、施工の状況を確認す

る。 

    道路復旧状況等、必要に応じて写真の提出を求める場合がある。 



  ② 内線工事においては、メーター下流側に 1.75MPaの静水圧を１分間保持

し、水漏れがないことを確認する。また、給水開始前検査に準じた水質検

査（臭気、味、色、濁り、残留塩素 0.1mg/ｌ以上）を行う。 

  ③ 給水装置、給水用具が提出図面どおりか確認する。 

  ④ 検査完了後、内線工事についてはメーターの取付けを行う。 

 

 ○ 水道の臨時使用について 

   水道を臨時で使用したい場合は、使用場所の状況により手続きが異なり

ます。 

  ① 臨時使用したい場所に、メーターが設置してある場合 

    → 経営課窓口で開栓手続きを行う。 

  ② 臨時使用したい場所に、引込管（止水栓まで）はあるが、メーターが

ない場合 

    → 給水装置工事申込書（臨時）を提出。決裁後、発行された納付書

にて手数料を納付した後、窓口でメーターの受け取りを行う。 

      その後経営課窓口にて開栓手続きを行う（メーター受け取りの際

に開栓手続きを行うことは可能）。 

      指定工事業者は開栓希望日時までに、メーターの取付け及び給水

栓等の設置を行うこと。（開栓作業は開栓希望日時に市が行う。） 

  ③ 臨時使用したい場所に、引込給水管がない場合 

    → 給水装置工事申込書（分岐）を提出。その後発行された納付書に

て手数料を納付した後、工事着工。 

      竣工検査立会時に市がメーターを持っていくので、検査完了後メ

ーターを取り付ける。 

      その後経営課窓口にて開栓手続きを行う。 

 

〇特記事項 

1. メーター周辺は植樹したり、塀や擁壁等で囲ったりしないこと 

2. メーターは原則として官民境界線から 1ｍ以内に設置すること。また、メー

ターボックスは官民境界線から検針する際に開けやすい向き（道路と平行）に

設置すること 

3. 給水管を取り出す場合は、異形管を避け、継手部及び付属設備からは 1.0m

以上離さなければならない。また、分水栓で取り出す場合は、分水栓相互間の

取付間隔は 30cm以上離すよう水道法施行令で定められている 

4 30mm 及び 40mm のメーターを設置する場合はメーターより 2 次側に逆流を防

止するための器具を設置する 

5. 給水管は他の埋設物から 30cm以上の間隔を保って埋設する 

6. 増径に伴う既設給水管の分水撤去については、新設の先行分岐工事申請と



同時に行うことができる 

7. φ50mm及びφ75mmのメーターを設置する場合は、メーターバイパスユニッ

トを設置すること 

8. φ100mm以上の分岐工事の施工方法は、上水道課に確認を行うこと 

9. 給水管の撤去は分岐部分から行うこと。また、公道上の施工については道路

管理者等の指示に従うこと 

10. 新規の場合は、給水管表示ピンを取付する 

11. やむをえず露出配管となる箇所には、保温材（発泡スチロール、加温式凍

結防止器等）で適切な防寒措置を講じること。 

 

 

 

○ 給水口径 20-25mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準施工図　φ25mm以下

道路 民地

メーター

副弁付伸縮止水栓（八幡市型）

ポリエチレン1種二層管（PE50）

配水管

サドル付分水栓

・PP継手はコア一体型、耐震強化型を使用すること

・基本的には生曲げ配管とするが、必要に応じてエルボを使用すること

・ポリエチレン二層管には浸透防止スリーブを装着すること

・ロケーティングワイヤーを設置すること

・埋設表示テープを設置すること

・水道メーターより2次側は、水道法施行令第6条に規定する給水装置の

構造及び材質の基準に基づく材料を使用すること

指定区間

1ｍ以内

M

埋設表示テープ

300mm以上

600mm以上

冷間継手

メーター用

・コア一体型

・耐震強化型 フレキシブル継手

・コア一体型

・耐震強化型

・袋ナット

メーター取替が容易に行えるもの

・袋ナットなど

官民境界

メーターボックス

・市章入り

・底板あり

・FCD製



○ 給水口径 30-40mm 

 

 

 

○ 給水口径 50mm 

 

 

 

 

 

標準施工図　φ30・40mm

道路 民地

メーター

ポリエチレン1種二層管（PE50）

配水管

サドル付分水栓

・PP継手はコア一体型、耐震強化型を使用すること

・ポリエチレン二層管には浸透防止スリーブを装着すること

・ロケーティングワイヤーを設置すること

・埋設表示テープを設置すること

・水道メーターより2次側は、水道法施行令第6条に規定する給水装置の

構造及び材質の基準に基づく材料を使用すること

指定区間

1ｍ以内

M

逆止弁

埋設表示テープ

600mm以上

300mm以上

300mm以上

バルブボックス

・市章入り

・ボックス積

・20型鉄蓋（FCD）

詳細は水道工事標準図を参照

（HP掲載）

官民境界

冷間継手

メーター用

・コア一体型

・耐震強化型
青銅製仕切弁

・丸ハンドル

・平行おねじ

冷間継手

メーター用

・コア一体型

・耐震強化型

冷間継手

エルボ

・コア一体型

・耐震強化型

冷間継手

エルボ

・コア一体型

・耐震強化型

冷間継手

伸縮メーター用

・コア一体型

・耐震強化型

メーター取替が容易に行えるもの

（PE）コア一体型メーター用継手

（HIVP)袋ナット など

青銅製仕切弁

・丸ハンドル

・平行おねじ

メーターボックス

・市章入り

・FCD製

標準施工図　φ50mm

道路 民地 メーターバイパスユニット

メーター

ポリエチレン1種二層管（PE50）

配水管

サドル付分水栓

・PP継手はコア一体型、耐震強化型を使用すること

・ポリエチレン二層管には浸透防止スリーブを装着すること

・ロケーティングワイヤーを設置すること

・埋設表示テープを設置すること

・メーターバイパスユニットは、本市基準に適合するものを設置すること

・メーターバイパスユニットより2次側は、水道法施行令第6条に規定する

給水装置の構造及び材質の基準に基づく材料を使用すること

指定区間

1ｍ以内

M

埋設表示テープ

600mm以上

300mm以上

300mm以上

冷間継手

メーター用

・コア一体型

・耐震強化型

青銅製仕切弁

・丸ハンドル

・平行おねじ

バルブボックス

・市章入り

・ボックス積

・20型鉄蓋（FCD）

詳細は水道工事標準図を参照

（HP掲載）

冷間継手

エルボ

・コア一体型

・耐震強化型

冷間継手

エルボ

・コア一体型

・耐震強化型

冷間継手

おねじ付ソケット

・コア一体型

・耐震強化型

・テーパおねじ

官民境界

冷間継手

メーター用

・コア一体型

・耐震強化型



○ 給水口径 ７５mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準施工図　φ75mm

道路 民地 メーターバイパスユニット

メーター

配水管

指定区間

1ｍ以内

M

埋設表示テープ

600mm以上

300mm以上

300mm以上

ソフトシール仕切弁（GX型）

逆止弁

不断水割丁字管

・SUS製密着コア使用

配水管が耐震性能を有する場合は、

耐震型不断水割丁字管を使用する

こと。

ダクタイル鋳鉄管（GX型）

・ポリスリーブを装着 仕切弁ボックス

・市章入り

・ボックス積

・25型鉄蓋（FCD）

詳細は水道工事標準図を参照

（HP掲載）

フランジ

・管種はダクタイル鋳鉄管（GX型）とする

・埋設表示テープを設置すること

・メーターバイパスユニットより2次側は、水道法施行令第6条に規定する

給水装置の構造及び材質の基準に基づく材料を使用すること

官民境界



○ 分岐工事 

 

  



○ 内線工事  

 

 

  



〇竣工届及び竣工検査願 記入例 

 

 検査希望日については、電話で受け付け可能。２営業日までに連絡すること。 

 
 

  



 

 ○ 分岐工事（Ａ４用紙使用） 

 

 

 

 

 

上が北でない場合、方角を
必ず記入すること。 臨時を伴う場合は、配管図

を記入すること。 



 

○ 内線工事（Ａ４用紙使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新
設
管
は
赤
線
、
既
設
管
は
黒

破
線
で
記
入
す
る
こ
と
。

 

上
が
北
で
な
い
場
合
、
方
角
を
必
ず

記
入
す
る
こ
と
。

 


